
東
洋
町
告
示
第
二
十
六
号

平
成
十
八
年
度

東
洋
町
職
員
採
用
試
験
の
実
施
公
告

平
成
十
八
年
度
東
洋
町
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
十
二
日

東
洋
町
長

田

嶋

裕

起

一

試
験
職
種
及
び
採
用
予
定
人
員

保

健

師

一
名

二

受
付
場
所
及
び
期
間
等

受
付
場
所

東
洋
町
役
場

総
務
課

受
付
期
間

平
成
十
九
年
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
十
九
年
一
月
三
十
日
ま
で
。

平
日
（
土
日
・
祝
祭
日
は
除
く

）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
。

。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
日
の
消
印
が
あ
れ
ば
有
効
で
す
。

郵
送
の
場
合
は
、

試
験
の
申
込
書
は
、
生
見
本
庁
・
野
根
支
所
・
甲
浦
支
所
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

三

受

験

資

格

１

保
健
師

昭
和
三
十
二
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
保
健
師
の
資
格
を

有
す
る
者
又
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
者

次
の
欠
格
事
項
の
一
つ
に
該
当
し
な
い
者

２
①

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者

②

成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人

③

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
こ
れ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
者

④

当
町
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

⑤

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す

る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

試
験
日
時

場
所

内
容

・

・

平
成
十
九
年
二
月
十
八
日
（
日
）

東
洋
町
役
場
（
本
庁
）

試

験

職

種

試

験

開

始

時

間

試

験

内

容

保

健

師

午
前
九
時
三
十
分
開
始

小
論
文

面

接

五

合
格
発
表

合
格
者
に
は
、
十
九
年
三
月
中
旬
に
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

六

特
記
事
項

採
用
予
定
は
、
平
成
十
九
年
四
月
と
す
る
。

七

問
い
合
わ
せ
先

東
洋
町
役
場
総
務
課

℡

〇
八
八
七
―
二
九
―
三
一
一
一


